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様式第２号（第５条関係） 

令和７年度第３回久喜市介護保険運営協 

発 言 者 ・ 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

１ 開 会 

○青木課長 

皆様こんにちは。本日は公私ともにお忙しい中ご出席を賜りまして、誠にありがとうございま

す。ただいまから令和７年度第３回久喜市介護保険運営協議会を開催させていただきます。 

私は本日司会を務めさせていただきます介護保険課長の青木です。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

２ あいさつ 

○青木課長 

会議に先立って、若林会長からご挨拶を賜りたいと存じます。 

若林会長、よろしくお願いいたします。 

○若林会長 

≪会長挨拶≫ 

○青木課長 

ありがとうございました。 

それでは、会議に入ります前に、出席委員についてご報告を申し上げます。 

事前に細川委員、渋谷委員、小林委員におかれましては、欠席とのご連絡をいただいておりま

すので、ご報告申し上げます。 

現在の出席委員でございますが、16人で定数 20人の過半数に達しておりますことから、久喜

市介護保険条例第 15条第２項の規定により、本運営協議会は成立いたしますことをご報告いたし

ます。 

また、現在の傍聴者はおりません。 
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続きまして配付資料の確認をさせていただきます。 

≪事務局から資料の過不足の確認≫ 

続きまして、会議の公開及び会議録の作成等についてご説明させていただきます。 

久喜市では、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例に基づき、会議は原則公開とし、傍聴

することが可能でございます。 

また、会議録を作成し、公開することとなっておりますことから、本会議におきましても、発

言者の氏名を含め、全文記録方式で会議録の作成を行いたく、録音につきましてご了解をいただ

きたいと存じます。 

これに伴いまして、発言される委員の皆様におかれましては、マイクを使用しての発言にご協

力をお願いいたします。 

それでは、これより本日の議題に移らせていただきます。 

ここからは久喜市介護保険条例第 15条第１項の規定により、会長が議長となり議題を進めてい

ただきたいと存じます。 

若林会長、よろしくお願いいたします。 

 

３ 議題 

○若林会長 

それでは本日の議題でございますが、承認事項が４件と報告事項が１件でございます。 

まず、本日の会議の議事録署名委員を指名させていただきます。 

前回に引き続きまして、欠席の委員を除いた名簿の順で吉田委員、早川委員にお願いしたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

≪吉田委員、早川委員了承≫ 

よろしくお願いいたします。 

 

（１） 地域密着型サービス事業所の新規指定について 

○若林会長 
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それでは本日の議題に移りたいと思います。 

議題（１）「地域密着型サービス事業所の新規指定について」です。 

こちらは承認事項でございます。事務局から説明をお願いいたします。 

○岸係長 

介護保険課の岸と申します。着座にて説明させていただきます。 

≪資料１に基づき説明≫ 

つきましては、地域密着型サービス事業所の新規指定についてご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○若林会長 

ありがとうございます。 

ただいま、地域密着型サービス事業所の新規指定についての説明がございましたが、何かご質

問等はございますでしょうか。 

ご質問のある方は挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

それではご意見等もないようですので、地域密着型通所介護半日リハビリ通所介護そらの新規

指定について、本協議会といたしまして承認するということでよろしいでしょうか。 

≪委員了承≫ 

ありがとうございます。それでは承認といたします。 

 

（２） 地域密着型サービス事業所の指定更新について 

○若林会長 

続きまして、議題（２）「地域密着型サービス事業所の指定更新について」に移りたいと思い

ます。 

こちらは承認事項でございます。事務局から説明をお願いいたします。 

○岸係長 

資料の２をお手元にご用意ください。 

≪資料２に基づき説明≫ 
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ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○若林会長 

ありがとうございます。 

ただいま、地域密着型サービス事業所の指定更新についての説明がございましたが、何か皆様

ご質問等はございますでしょうか。 

ご質問のある方は挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

それではご意見等もないようですので、地域密着型通所介護デイサービスポケット カメさん

の新規指定について、本協議会といたしまして承認するということでよろしいでしょうか。 

≪委員了承≫ 

ありがとうございます。それでは承認といたします。 

 

（３） 高齢者実態調査アンケート（案） 

○若林会長 

続きまして、議題（３）高齢者実態調査アンケート（案）について移りたいと思います。 

こちらは承認事項です。事務局から説明をお願いいたします。 

○岸係長 

資料は３－１から３－６までございまして、まずは資料３－１をお手元にご用意ください。 

≪資料３－１から３－６に基づき説明≫ 

 ５つあるアンケートについて、前回のものをそのままコピーするのではなく、より効果的にな

ればという思いで試行錯誤をした結果でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○若林会長 

ありがとうございました。 

ただいま事務局から、高齢者実態調査アンケート（案）についての説明がございましたが、何

かご質問等はございますでしょうか。 

ご質問のある方は挙手をお願いいたします。 

関谷委員、お願いいたします。 
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○関谷委員 

関谷です。前回のアンケートの回答率はどのくらいなのでしょうか。 

○若林会長 

 事務局から説明をお願いします。 

○岸係長 

 ５つのアンケートによって多少のばらつきがございますが、平均して７０％です。３つ目にあ

ります入所者調査が、施設に入られている方が対象の調査なので回答率が低くなり５５％ほどで

したが、それ以外は７０％を少し上回る程度で、平均すると７０％ほどの回答率でございます。 

○関谷委員 

そのぐらいあると、結構有効性が高いなと思いますね。 

５割を切ると、半分答えてないということなので有効性がぐっと減ってしまうと思うのですけ

れど、７割であれば結構データとしては使えるし、使っていただきたいデータかなと思います。 

○若林会長 

ありがとうございます。 

委員の皆様他にはいかがでしょうか。 

かなり調査の項目も多いとは思いますが、いかがですか。 

杉原委員お願いします。 

○杉原委員 

３－４の施設入所者調査と３－５の介護サービス事業所調査について、抽出方法のところに入

所している要支援要介護者の全数と書いてありますが対象数は 1000人とあって、この全数という

のは入所している人全部という意味ですかというのが質問の１つ。あと、実際の実態調査票を見

ますと、その３－４と３－５には無作為に抽出した 1000人とあるのですね。ですので、全数の意

味が私よくわからないので説明していただければと思います。要するに、無作為抽出 1000人で全

然問題ないと思うのですけれども、この全数との関係がわからないので教えていただければ。 

○若林会長 

今の質問について、事務局から回答をお願いいたします。 
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○岸係長 

 ご質問いただきながら、私も見ていて少しわかりづらいところがございました。失礼いたしま

した。この全数の意味合いとしては、３ー４、３－５については抽出方法が全数の中から抽出す

るというものになります。施設に入っている方全体を対象に、そのうち 1,000 人を抽出するとい

う意味で、事業所については暫定で 150事業所数にしているのですが、地域密着型以外の県が指

定している事業所も含めると概ねこれぐらいの数になるので、事業所についてはおおよそ全部に

行き渡ると思っております。特に入所者調査について、入所者全体の中から無作為抽出をすると

いう内容でしたが、言葉足らずな表現でしたので次回以降書き方を改めさせていただきます。 

○若林会長 

 ありがとうございました。 

 他には皆様いかがでしょうか。何かございますでしょうか。 

 それでは他にご意見等もないようでございますので、高齢者実態調査アンケート（案）につき

ましては、本協議会といたしまして、承認するということでよろしいでしょうか。 

≪委員承認≫ 

ありがとうございます。それでは承認といたします。 

 

（４） 令和６年度高齢者福祉計画第９期介護保険事業計画進捗状況について 

○若林会長 

続きまして、議題（４）令和６年度高齢者福祉計画第９期介護保険事業計画進捗状況について

に移りたいと思います。 

こちらは報告事項です。事務局から説明をお願いいたします。 

○岸係長 

≪資料４に基づき報告≫ 

○若林会長 

ありがとうございます。 

ただいま事務局から、令和６年度高齢者福祉計画第９期介護保険事業計画進捗状況についての
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説明がございましたが、何かご質問等はございますでしょうか。 

ご質問のある方は挙手をお願いいたします。 

いかがでしょうか。皆様よろしいでしょうか。 

それでは他にご意見等もないようでございますので、議題（４）につきましては以上となりま

す。 

 

（５） 令和７年度介護予防支援業務委託事業者について 

○若林会長 

 続きまして、議題（５）令和７年度介護予防支援業務委託事業者についてに移りたいと思いま

す。 

こちらは承認事項です。事務局から説明をお願いいたします。 

○加納補佐 

 資料５をお手元にご用意ください。 

 高齢者福祉課加納と申します。着座にて説明させていただきます。 

≪資料５に基づき説明≫ 

 居宅介護支援事業所寿及び居宅介護支援事業所ハッピーハウスと新たに業務系委託契約を行う

ことについて、ご承認をよろしくお願いいたします。 

○若林会長 

ありがとうございます。 

ただいま事務局から令和７年度介護予防支援業務委託事業者についての説明がございました

が、何かご質問等はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、他にご意見等もないようでございますので、資料５－２の令和７年度介護予防支援

業務委託契約につきましては、本協議会といたしまして、承認するということでよろしいでしょ

うか。 

≪委員承認≫ 
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それでは承認といたします。 

以上を持ちまして、予定しておりました議題が終了いたしましたので、これにて議長の職を解

かさせていただきます。 

ご協力をいただきましてありがとうございました。 

○青木課長 

どうもありがとうございました。 

 

４ その他 

○青木課長 

次第の４その他でございますが、事務局から、ご説明をさせていただきたいところがございま

す。前回、武井委員からご質問をいろいろといただきまして、委員の皆様にもその内容について

お配りさせていただきました。今回、そちらの回答を作成させていただきましたので、これから

委員の皆様にお配りしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

≪資料を配布≫ 

 本日、武井委員ご本人がいらっしゃらないので何なのですけれども、こちらで用意した回答に

ついて簡単に事務局から説明をさせていただきます。 

○岸係長 

では、簡単にではございますが、ご説明をさせていただきます。 

前回のその他のときにもご案内いたしましたが、武井委員から当時ご欠席ということでメール

にていくつかの質問をいただきました。質問の数は多岐にわたっていたのですが、事務局にて内

容を確認させていただいた結果、大まかに３つのテーマに分けられるのかなというところで、そ

のような整理をさせていただきました。３つのうちの１つ目が、日常生活圏域の分け方の問題に

ついて。２つ目が、前回の第９期計画を策定するにあたっての分析手法について。３つ目が、

PDCAのまわし方について。こういった内容で大まかに３つのテーマに分けられると判断させてい

ただきまして、それぞれについて大枠で回答をご用意させていただいたものでございます。 

まず、１つ目のテーマが１枚目で日常生活圏域についての話でございます。今の久喜市の分け
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方は圏域が５つありますが、この分け方はどうなんだろうというご意見をいろいろといただきま

した。事務局側の回答といたしましては、今、５つに分かれているというのが、いわゆる合併前

の１市３町の状態をベースに考えさせていただいておりまして、今の久喜市民の方たちはやはり

その出身地区への愛着というか、旧○○地区ですというご認識を持っていらっしゃる方がまだた

くさんいらっしゃるだろうと考えるところでございます。それ以外にも、今の久喜市の行政を見

てみますと、民生委員さんや行政区長さんがやはりその合併前の括りをベースに成立していると

いうところが非常に強くあるものでございます。そういったものを勘案しまして、今の久喜市が

考える日常生活圏域というのは、今までの５圏域ということで捉えて、今回のアンケート等もそ

の５つの圏域ごとにやらせていただければという考えをお示ししたものでございます。 

２枚目ですが、分析の手法についていろいろなご意見をいただきました。これまでの９期計画

やその前の８期計画等を見てみましても、今までの高齢者実態調査というのは、集計した結果を

もとに地区ごとに何か違いがあるかというところで、さまざまな評価を行ってきたところでござ

います。しかしながら過去の評価結果を見返してみますと、ご指摘の通り、圏域ごとに集計した

もののあまりその５つの圏域ごとに差がないという項目が多かったり、特色がうまく反映できな

かった項目があったのも事実でございます。そういったことを踏まえて、今回、第 10期の実態調

査を行うにあたっては、そういったサンプリングにおける誤差であるとか、集計の値の小数点以

下をどう取り扱うのかといったところは、こういった指摘も踏まえてコンサルタント業者と調整

しながら、10期計画の策定に取り組んで参ります。現時点では具体的な分析方法を決めるような

段階ではないので、10期計画に向けてこういった点も盛り込みながら総合的に考えていきたいと

いうことで、事務局としての答えとさせていただければと存じます。 

最後に３枚目、PDCAに関することです。高齢者福祉に関する事業というのが、その多くが国が

定めている地域支援事業実施要綱等に位置付けられていまして、国の方針をもとに市が具体的に

事業をいろいろ取り組むという大枠になっています。国の要綱自体に改正がなければ、多くの事

業については基本的に継続して行っていくものという認識でおります。しかし、事業の実施にあ

たって、PDCAサイクルを行い効果を高めていくということも、当然重要なことだと認識しており

ます。今回、ご指摘をいただきましたので再確認等を行い、今後これまで以上にどうすれば効果
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を高めていけるような取り組みができるのか、10期計画を策定するときにこの施策の方向性の表

記や目標設定のあり方、どういった目標を設定するのか、この辺もまた総合的にコンサルタント

業者とも調整しながら、より良い内容になるように検討して参りたいと考えておりますというの

が、事務局からの回答でございます。 

○坂本委員 

最初のページについて、武井委員が聞けていなかったと思うので、もう一度説明してあげても

らえますか。 

○青木課長 

そちらにつきましては、この会議が終わった後に武井委員に個別にまたこちらの方で説明をさ

せていただきます。 

今の事務局からの説明でございますが、何か委員の皆様の方でご意見等ございますでしょう

か。大丈夫ですか。 

武井委員お願いします。 

○武井委員 

遅れてしまいました。大変失礼しました。 

この長々とした質問をしました武井でございます。 

最初のほうに書いてある回答の説明については後程ということなのですけれども、私の質問の

一番大きな趣旨は、合併後も 15年も経ちましていろいろなことが見えてきたと。一番初めはやは

り１市３町の合併に伴って、当然そこの地区を単位として見ていきましょうとスタートを切った

ところについては、大いに理解ができるところなのですけれども、合併後 15年も経ちまして、そ

の間何回もサンプリング調査をしまして、２枚目以降のところにもありますようにやってみてい

ろいろわかってきたかったことがあったと。要するに、各地区での違いがあるのではということ

でアンケートの集計を地区ごとに行ってみたけれども、やってみるとどうもこの区分けではほと

んど違いが見えてこないし、行政側の推進される計画においても、どこかにこの違いがあります

かという質問が入っていたかと思うのですけれども、やはり地区ごとの違いというのは行政の中

において逆に出しがたいところもあるし、アンケートの結果もほとんど同じだとなれば、もう少
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しやってきた結果をもとに圏域の考え方を見直す必要があるのではないかなというのが１点目。 

それから、この広い範囲を圏域としてやっていくことに対して、アンケートの委託先の会社の

分析の仕方も少し粗雑なところが見えて、７期８期９期とコピペで計画の大きな方向性とか、具

体的な施策が全く同じ内容が３回分、９年間にわたってコピペで持ってこられているというのも

かなりずさんなやり方であったかなという感じもしますので、そういったところをこの機会に見

直したいというのがポイントです。今お話がありましたように、行政の継続性と PDCAを回すとい

うのはなかなか両立しがたいものだと認識をしております。民間の会社ですと、どこかできちっ

と１回見直しをして次の中期計画に反映しようということができますけれど、行政の場合には空

白が置けないので、連続して行政をまわしながら PDCAを回すというのが非常に困難だというのは

私も理解できる。それであれば、今 10期の計画を立てようとしていますけれども、９期ではなく

て８期までの計画をきちんと３年間の間で見直して第 10期の計画立てるという、オーバーラップ

しながら回すような方法も考えられるかなというようなところでございます。 

最後にちょっと私の具体的な経験で言いますと、母親を介護して４年５年、最後は危ないとい

うことで自宅に引き取ったりしまして、私の場合には介護保険を利用してベッドも利用して玄関

にスロープをつけて、最後は全く移動困難で寝たきり状態だったのですけども、デイサービスと

自宅の私の介護と組み合わせることで何とか 98歳まで持ちました。うちの場合はラッキーで、例

えば玄関にスロープをつければ車椅子乗ったままデイサービスに連れていけて、介護の施設の方

は１人が運転してくれば、その方と私が手伝って２人で移動ができた。ところが、私は青葉団地

と鷲宮ニュータウンにそれぞれ約 10年近く住んだ経験があるのですが、あそこは５階建てでエレ

ベーターがないのです。そうしますと、５階で同じように在宅の介護をしようとしたときに車椅

子でしか動けない者を５階から１階まで簡単に動かせますか。或いは、施設の人と私が一緒にな

って５階から１階までおろしながらできますかというと、ほとんど無理なんです。となると施設

としても運ぶための人員をもう１人２人、或いは車椅子運ぶ人と人を運ぶ人をお願いしたりしな

いといけなくなりますよね。大規模集合住宅での介護のやり方と、一般の民家で多い介護のやり

方は違ってくるのですよ。じゃあ大規模集合住宅で寝たきりになって介護が必要な人がどれだけ

ニーズがあるのだろうか、そこに対してどういうふうにサポートができているのかということは
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市として情報をお持ちですかということも気になるところなので、もう少し細かな特性や明確に

こう違うところを見て、どういうニーズがあるか、そこに対してどういう手を打てばいいかとい

うことが、もう少し検討できたらいいなという思いが強くあったりします。 

まさにこれから介護が必要な人はもっともっと増えてきますし、そのために使える予算は減り

こそすれ増える可能性はほとんどないですと。お金もなくなって介護に必要な人手もどんどん減

っていく。私がお世話になった施設でも、ケアマネは退職してしまうとなかなか次の手立てがつ

かなくて、資格を持っている 70歳 60歳の方が普段の介護をしながら介護プランを立てていて

「ごめんなさい。忙しくて手が回らなくてこの計画の提出が少し遅れています。」と謝りながら

まわしている状態が何年も続いていました。ですのでそういった状況になってくるときに、もう

少しニーズをきちんと掴んだ上で、少ない人とお金をどこにどうつぎ込んだら一番効率のいい手

がうてるのかということを、行政の皆さんにもぜひ考えていただきたいなという非常に強い思い

があって、このような長々とした質問をさせていただきましたというのが私からの補足説明に当

たります。このご回答についてはまだもう少し意見がありますけれど、今は置いておきます。や

はり今言いましたように、行政の連続性を維持しながら PDCAを回そうとすると、９期の結果を次

の 10期に反映するというのはほとんど無理だと思いますので、例えば、いろいろわかってきた頃

に 11期に向けてどうするかというようなことが今期の３年間の間に議論ができたり、11期に対

して見直しの方向性が見えてくればそれでもはいいかなという気はします。必ず次の 10期のとこ

ろでこれだけのことを見直さなくては駄目とは思っていませんので、そのような感じで今おりま

す。 

○青木課長 

ありがとうございます。 

いろいろなご意見をいただきました。今いただいたご意見につきましては、事務局でもまた検

討や協議のほうをさせていただきたいと思います。ただ、武井委員がおっしゃられた内容につき

まして、私が今聞いた感じですとかなり個別具体的な対応ということでしたので、それを次に作

る 10期計画の中にそこまでの細かいところを入れられるかというと、少々難しいところがあるの

かなという感じはするのですけれども、今後久喜市が介護保険の事業を行っていく上でそういっ
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たところにも注意を払って事業を進めていくというようなところで、貴重なご意見として承りた

いと思います。 

○坂本委員 

 すみません。ちょうど計画書について質問があるのですがよろしいでしょうか。 

○若林会長 

全体のお話になりますか、計画書の部分ですか。 

○坂本委員 

 計画書だけです。少し気になる話があって。 

○若林会長 

 そうですか。ではお願いします。 

○坂本委員 

９月 26日の SNSでたまたま見たのですけれども、市議会議員の方が市役所改革で形式的な仕事

を減らそうという中で計画書に関係するところがありまして、久喜市だけでも膨大な数の計画が

あり、例えば、令和元年から５年度までの５年間で 30の計画、これは介護保険の計画書や中小企

業推進計画、生涯学習などが全部あるのだろうと思いますが、30の計画書が作成されて民間のコ

ンサルに委託するのに３億 6,000万という金を払っていると。30の計画で３億 6,000万ですから

１計画書につき 1,000万ちょっとくらいですか。財政が大変だと言われる中で、武井委員も言わ

れていましたけれども、特に介護についてはこれから歳出がどんどん増えていって歳入は増えて

いくかというと久喜市にとってはなかなか難しいところがある。削減できるところは削減しなけ

ればいけないというところで、私もこんなに委託料が払われているのかとびっくりしました。第

10期計画については、もちろんデータだとかそういうところ全部自分たちでやれと言っているわ

けではないのですけれども、少しそういうところを介護保険部長さん見直していく気はありませ

んか。これが事実かどうか、私には知る余地もないのですけれど。 

○岡田部長 

ご指名いただきましたので、私からお答えをさせていただきたいと思います。福祉部長の岡田

でございます。 
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計画の関係でございますが、計画を市が策定をするというのは、本来数々の法律の中で具体的

にこういった計画をこのような目的で作成しなさいということが定められておりまして、それを

市の中でどういう時期にどのような姿を目指すかというようなことを具体的にしていくものを策

定しております。また、計画を策定することによって、国や県から補助をいただきながら具体的

な事業につなげていくという仕組みがございまして、これは日本全国どこも同じように今の仕組

みとなっております。一方で、今おっしゃられたように市の財政にも限りがありますので、当然

削減できるものは削減して自分たちでできるものは取り組んでいこうという考えはもちろん持っ

ております。ですから、そういった考えのもと今後取り組むというのは当然のことでありまし

て、今後の介護保険事業計画を作るにあたってもそこのバランスは見ながら取り組んでいくと考

えているところでございます。以上でございます。 

○坂本委員 

わかりました。 

第１回の会議のときに、歳入と歳出の件からこれから増える一方の要介護者への１つの対策と

して、音楽療法士だとかが施設にいらっしゃると思うので健康予防の方向に力入れて、要介護に

なる人を減らしていきましょうと話をしまして、私も小さな力ですけれども、音楽療法士さんと

一緒にそういうものをやり出しました。 

先ほど部長もおっしゃいましたけど、実は私の会社の友達に順天堂大学に転出したものがおり

まして、彼は今厚労省の諮問委員会の最先端医療技術システムの会議の座長をやっておりまし

て、私も教育関係のことを少しかじりましたし、そういうふうに厚労省からも言われているので

ある程度のことはわかっていますが、質問をすると実は彼もマストではないということを言って

いました。調べたらわかると思うのですけれども、ある県知事がすごく改革を進めていらっしゃ

る方でかなり計画書についてはシンプルに作っていっているという事実もあります。 

またお金の話は別として、実際に PDCAをまわしていくのは皆さんたちですよね。もちろん介護

保険課だけではなく社会福祉や生涯学習とかいろいろ絡むのはありますが。私もこういう仕事に

絡んで話をしたのですが、ブレイクダウンするときにバインダーに入れ替えてここで書いている

◎、○、×の中で◎枠を外していきどんどん少なくしていく。そうするとどうしてもやらなくて
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はいけない×が出てくるので、それについてロードマップをもう少しブレイクダウンして、課題

を見出してアクションを起こしてくという方法もあるのではないかと。皆さんの仕事も減らさな

くてはいけないので、ぜひシンプルに。実際に自分たちがやるところについては、そのように計

画書やロードマップ、PDCAをまわしていってもらいたいと思います。微力ながら、何かそういう

形での考え方だとかやり方について、お手伝いできるところがあれば手伝いたいなと思っていま

す。以上です。 

○若林会長 

ありがとうございます。それでは事務局、お願いいたします。 

○岸係長 

では事務局から１点連絡事項がございます。 

次回、第４回の介護保険運営協議会ですが、予定では来年、年明け２月に開催予定をしており

ます。時間と場所は現在調整中ということで恐縮ではございますが、開始時間はいつもと同様

に、13時 15分とする予定でございます。また日程が確定しましたら、別途ご連絡いたしますの

で、引き続きご協力お願いいたします。以上でございます。 

○青木課長 

それでは閉会にあたりまして、宮澤副会長の方からご挨拶をいただきたいと存じます。 

宮澤副会長よろしくお願いいたします。 

○宮澤副会長 

≪副会長挨拶≫ 

○青木課長 

ありがとうございました。 

委員の皆様には公私ご多忙中のところご出席いただきまして誠にありがとうございました。 

以上をもちまして、令和７年度第３回久喜市介護保険運営協議会を閉会さとさせていただきま

す。ありがとうございました。 
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